






研究の要約周産期施設で取り扱った児の中の障害の発生率から、全国での障害児の発生率

を検討したところ、出生 1000当り 2.26 となった。この推定値は従来報告されている頻度

とほぼ等しいことから、障害児の大部分は周生期に把握できることが明らかであった。

また、わが国の今後の周産期医療システムにつき考察したところ、地域全体を扱うシステ

ムとして各周産期医療施設が整備され、各施設が協力して地域の周産期医療を担当するこ

とが予測された。従って、この地域周産期医療システムと療育や福祉の体制との連携と包

括が重要であると考えられる。


